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（後見開始の審判） 

第 7条 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本

人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助

監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。 

 

（保佐開始の審判） 

第 11 条 精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、家庭裁判所

は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求によ

り、保佐開始の審判をすることができる。ただし、第 7条に規定する原因がある者については、この

限りでない。 

 

（補助開始の審判） 

第 15 条 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁判所は、本

人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、補

助開始の審判をすることができる。ただし、第 7条又は第 11条本文に規定する原因がある者につい

ては、この限りでない。 

２ 本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。 

３ 補助開始の審判は、第 17条第 1項の審判又は第 876条の 9 第 1項の審判とともにしなければな

らない。 

第 713条 精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に他人に損害

を加えた者は、その賠償の責任を負わない。ただし、故意又は過失によって一時的にその状態を招

いたときは、この限りでない。 

 

（裁判上の離婚） 

第 770 条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。 

一 配偶者に不貞な行為があったとき。 

二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。 

三 配偶者の生死が 3年以上明らかでないとき。 

四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。 

五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。 

２ 裁判所は、前項第 1号から第 4 号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮し

て婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。 

 

（成年被後見人の遺言） 

第 973 条 成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師 2

人以上の立会いがなければならない。 

２ 遺言に立ち会った医師は、遺言者が遺言をする時において精神上の障害により事理を弁識する能

力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して、これに署名し、印を押さなければならない。ただ

し、秘密証書による遺言にあっては、その封紙にその旨の記載をし、署名し、印を押さなければなら

ない。 


